
東京大学教育研究評議会規則 

平成１６年４月１日 

役員会議決 

東大規則第４号 

沿革 

（目的） 

第１条 この規則は、国立大学法人法（（平成１５年法律第１１２号）第２１条の規定に則り、

国立大学法人東京大学における教育研究評議会の組織、職掌、権能及び運営の方法につい

て定めることを目的とする。 

（設置） 

第２条 国立大学法人東京大学（以下「大学法人」という。）に、教育研究評議会を置く。 

（組織） 

第３条 教育研究評議会は、次の各号に掲げる評議員をもって組織する。 

(1) 総長 

(2) 総長が指名する理事 

(3) 大学院研究科、附置研究所等の教育研究上の重要な組織の長のうち、教育研究評議

会が定める者 

(4) その他教育研究評議会が定めるところにより総長が指名する職員 

２ 前項各号に掲げる者のほか、東京大学基本組織規則第１４条第１項の規定により、総長

の命を受けて東京大学の校務をつかさどる副学長を置く場合には、当該副学長（（当該副学

長が２人以上の場合には、その副学長のうちから総長が指名する者）を評議員とする。 

３ 総長は、第１項第２号の評議員としては、特別の事情がある場合を除き、副学長である

理事を指名するものとする。 

（職掌及び権能） 

第４条 教育研究評議会においては、次の各号に掲げる事項を審議する。 

(1) 中期目標及び中期計画に関する事項のうち、教育研究に関するもの 

(2) 学部通則、大学院学則その他教育研究に係る重要な規則の制定改廃 

(3) 教員（（教授、准教授、講師、助教及び助手をいう。以下同じ。）の人事の方針に関す

る事項 

(4) 教員の懲戒に関する事項 

(5) 名誉教授の称号を授与する基準及びその称号を与えられる者の選考並びにその称号

の取消し 

(6) 教育課程の編成に関する方針に係る事項 

(7) 学生の修学のための助言、指導その他の援助に関する事項 

(8) 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の身分及び賞罰に関する重要事項 

(9) 学位規則の制定改廃及びその取扱いの基準 
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(10) 名誉博士の称号を授与する基準及びその称号を与えられる者の選考 

(11) 教育及び研究の状況についての自己点検及び自己評価に関する事項 

(12) その他東京大学の教育研究に関する重要事項（（教育研究上の基本となる学部又は大

学院研究科等の組織、学科、専攻、附置研究所若しくはその他の教育研究上重要な施設

の設置廃止及び学生の定員に関する事項を含む。） 

２ 教育研究評議会は、国立大学法人法の定めるところにより、東京大学総長選考・監察会

議の委員を選出する。 

３ 教育研究評議会は、東京大学総長選考・監察会議に対し、総長の解任の申出を発議する

ことができる。 

４ 教育研究評議会は、東京大学運営方針会議規則の定めるところにより、運営方針委員の

候補者を選出し、総長に対し、推薦する。その候補者の選出に関し、必要な手続き等は別

に定める。 

５ 教育研究評議会は、総長に対し、運営方針委員の解任の申出を発議することができる。 

６ 教育研究評議会は、前５項に規定するもののほか、国立大学法人法及び本規則その他大

学法人の規則によりその権限に属する事項を行う。 

（招集） 

第５条 教育研究評議会は、総長がこれを招集する。 

２ 教育研究評議会の招集の通知は、特別の事情がある場合を除いては、少なくとも１週間

前に発する。 

３ 評議員は、５名以上の連名で、総長に対して教育研究評議会の招集を求めることができ

る。 

（議長） 

第６条 総長は、教育研究評議会の議長となる。 

（定足数及び議決方法） 

第７条 教育研究評議会は、評議員の過半数が出席しなければ、開会することができない。 

２ 議事は、出席評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。 

３ 前２項の規定にかかわらず、特に重要な議案については、教育研究評議会において別段

の定めをすることができる。 

（総長による報告） 

第８条 総長は、教育研究上の重要な問題については、これを教育研究評議会に報告する。 

（質問及び意見の陳述） 

第９条 評議員は、議長から提出された議題以外の事項についても、議長の許可を得て、質

問又は意見の陳述をすることができる。 

（特別委員会及び専門委員会） 

第１０条 教育研究評議会は、必要に応じ、その職掌に属する事項について教育研究評議会

を助け、又はその一部を代わって行わせるために、特別委員会若しくは専門委員会を置く



ことができる。 

２ 専門委員会には、評議員でない教員その他の職員を加えることができる。 

（規則の改廃） 

第１１条 この規則の改廃は、教育研究評議会の審議を経て、これを行う。 

 

附 則 

この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（  

この規則は、令和６年７月２５日から施行する。 

附 則（  

この規則は、令和６年１０月１日から施行する。 

  



沿革 

 

東京大学教育研究評議会規則 

 

体系情報 

 

□第１編 組織及び運営 

▽第１章 基本組織、経営協議会、教育研究評議会及び運営方針会議 

 

沿革情報 

 

◆平成１６年０４月０１日 役員会議決 

◇平成１９年０３月２２日  

◇平成２７年０１月２９日 （  

◇令和０４年０３月２４日  

◇令和０６年０７月２５日 

◇令和０６年０９月２６日 


